
 

 

 

庄内交通 路線バス 

「湯田川・坂の下・越沢線」の変更について 
 

 現在、湯田川および田川地内を運行しております下記路線バスを安全にかつ継続的に運行

をするため、一部運行経路の変更とバス停留所の位置変更を実施いたします。 

 なお、運行経路・バス停留所等の変更に伴う運賃の変更はありません。運行経路変更に伴

い、運行時刻は一部変更となります。(別紙参照) 

 

１． 対象路線 

 ①鶴岡(稲生)湯田川温泉線  ④こころの医療センター(稲生)湯田川温泉線 

 ②鶴岡(湯田川温泉)坂の下線 ⑤こころの医療センター(湯田川温泉)坂の下線 

 ③鶴岡(湯田川温泉)越沢線  ⑥こころの医療センター(湯田川温泉)越沢線 

  

2． バス停留所 

 バス停留所名 変更内容 

① 湯田川口(往路･復路) 位置の変更 

② 湯田川公園前(往路) 変更なし(復路も同一バス停となる) 

③ 湯田川公園前(復路) 廃止→往路と同一バス停となる 

④ 湯田川温泉(往路) 位置の変更 

⑤ 湯田川温泉(復路) 廃止→往路と同一バス停となる 

⑥ 町田川(往路･復路) 国道 345 号線沿いへ移設 

⑦ 中河原(往路･復路) 廃止 

 

3． 運行経路変更区間 ※湯田川温泉内、路線バスは時計回り一方通行となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4． 変更日 ： 令和 7年 12月 1日（月）より 
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（１）令和８年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について 

①計画の趣旨 

「地域内フィーダー系統確保維持計画」は、地域の実情に応じた生活交通の確保維持

を目的とした『地域公共交通確保維持事業』を受けるために必要な計画です。「地域内

交通の運行」への支援を目的に策定するものであり、国の支援を受ける路線や、利用

者数などの目標、そのための事業者、事業の効果などを定めます。本計画を策定する

ことにより、生活交通路線の維持・確保や車両更新のための国の補助金の交付を受け

ることが可能となります。 

※地域間幹線系統（自治体間を結ぶ路線）か羽越本線に接続するバス系統をフィーダー系統と 

呼んでいます。 

②計画の変更点 

報告事項 1のとおり、庄内交通路線バス「「湯田川・坂の下・越沢線」において、令

和 7年 12月 1日より運行ルートの変更等が生じるため、各路線のキロ程等に変更が生

じます。 

また、「こころの医療センター（湯田川温泉）坂の下線」を主系統、「鶴岡（湯田川

温泉)坂の下線」を副系統としておりましたが、今回の運行ルートの変更により、「鶴

岡（湯田川温泉)坂の下線」のキロ程が長くなることに伴い、「鶴岡（湯田川温泉)坂の

下線」を「こころの医療センター（湯田川温泉）坂の下線」と別にし、単独の系統と

いたします。これに伴い、他系統の申請番号を変更しております。 

 

〇 鶴岡(湯田川温泉)越沢線 

 

 

 

 

 

 

〇 こころの医療センター(湯田川温泉)坂の下線 

 

 

 

 

 

 

  ※運行回数の変更は、鶴岡(湯田川温泉)坂の下線を別系統とすることに伴い、 

鶴岡(湯田川温泉)坂の下線の運行回数分を当初の運行回数から減じたものです。 

 

 キロ程 運行回数 

当初 
往路 34.3km 

復路 34.1km  
1,092.0回 

変更後 
往路 35.0km 

復路 34.8km 
変更なし  

 キロ程 運行回数 

当初 
往路 20.8km 

復路 20.5km  
357.0回 

変更後 
往路 21.5km 

復路 21.2km 
238.0回 
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〇 鶴岡(湯田川温泉)坂の下線  

 

 

 

 

 

 

  ※当初、こころの医療センター(湯田川温泉)坂の下線の副系統であるため地域 

内フィーダー系統確保維持計画の一覧には掲載されておりませんでしたが、 

キロ程の延長に伴い単独の系統に変更となります。 

なお、キロ程延長前は、往路 17.5ｋｍ、復路 17.3ｋｍ、運行回数 119.0回で 

運行しておりました。 

    

 

〇 鶴岡(稲生)湯田川温泉線 

 

 

 

 

 

 

 

〇 こころの医療センター(稲生)湯田川温泉線 

 

 キロ程 運行回数 

当初 記載なし  記載なし 

変更後 
往路 18.2km 

復路 18.0km 
119.0回 

 キロ程 運行回数 

当初 
往路 10.0km 

復路 9.8km  
1,020.0回 

変更後 
往路 9.9km 

復路 10.1km 
変更なし 

 キロ程 運行回数 

当初 
往路 13.3km 

復路 13.0km  
186.0回 

変更後 
往路 13.2km 

復路 13.3km 
変更なし 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） R8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

往 17.8km

復 17.9km

往1.3ｋｍ

復1.3ｋｍ

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

運
送
継
続
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

鶴岡市

(1)
鶴岡(物産館)温海

線

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

運行系統

系統
キロ程

③
復 40.2 ｋｍ

365日 1,092.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線にエスモールバスターミナルで
接続

③

・地域間幹線系統鶴岡-いでは文化
　記念館前線にいでは文化記念館
前で
　接続

③

エスモール 庄内観光物産館 温海営業所

往 41.0 ｋｍ
365日

365日

1,568.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

往 35.0 ｋｍ

238日

③

(5)
鶴岡(稲生)湯田川

温泉線
エスモール 稲生 湯田川温泉

往9.9ｋｍ

(6)
こころの医療セン
ター(稲生)湯田川

温泉線

こころの医療センター 稲生 湯田川温泉

往13.2ｋｍ

238.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
復21.2ｋｍ

(2)
鶴岡(湯田川温泉)

越沢線
エスモール 湯田川温泉 越沢

復 34.8 ｋｍ

(3)
こころの医療セン
ター(湯田川温泉)

坂の下線

こころの医療センター 湯田川温泉 坂の下
往21.5ｋｍ

238日

186.0回

復21.8ｋｍ

1,020.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
復10.1ｋｍ

路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

(8)
鶴岡(物産館･善宝
寺)湯野浜温泉線

エスモール 善宝寺 湯野浜温泉

往18.3ｋｍ

③
復13.3ｋｍ

(7)
鶴岡(物産館･加茂
水族館)湯野浜温

泉線

エスモール 加茂水族館 湯野浜温泉

往21.9ｋｍ
365日 2,658.0回 路線定期運行 ①，②（1）

・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③

365日 1,753.5回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
復18.2ｋｍ

365日 1,444.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③(9)
鶴岡(ヤマザワくし

びき店)落合線
エスモール ヤマザワくしびき店 朝日庁舎

(10) 鶴岡-中央高校線 エスモール 中央高校

(11)
いでは文化記念館

-羽黒山頂線
いでは文化記念館 休暇村庄内羽黒 羽黒山頂

往7.6ｋｍ

208日 208.0回

365日 1,923.0回 路線定期運行 ①，②（1）
復7.6ｋｍ

③

路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
左14.6ｋｍ

361日 2,888.0回

361日 2,888.0回 路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

(12)
鶴岡市内循環線A

コース
エスモール エスモール

右14.9ｋｍ

(13)
鶴岡市内循環線B

コース
エスモール エスモール

右12.4ｋｍ

左12.8ｋｍ

庄内交通
株式会社

路線定期運行 ①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③(4)
鶴岡(湯田川温泉)

坂の下線
エスモール 湯田川温泉 坂の下

往18.2ｋｍ
238日 119.0回

復18.0ｋｍ



(21)

温海地域乗合タク
シー

戸沢線
強龍寺 ・地域間交通ネットワーク羽越本線

あつみ温泉駅と接続

路線定期運行 ②（1） ・地域間交通ネットワーク羽越本線
あつみ温泉駅と接続 ③

②（1）

区域 ②（1） 地域間交通ネットワーク羽越本線藤
島駅と接続 ③

路線定期運行

③
復 18.8 ｋｍ

往 18.8 ｋｍ
241日 843.5回 路線定期運行

・地域間交通ネットワーク羽越本線
あつみ温泉駅と接続 ③

復 　　　 ｋｍ
温海地域

往 　　　 ｋｍ
240日 1,440.0回 区域 ②（1）(23)

温海地域乗合タク
シー

関川線

温海温泉観光自
動車株式会社

1,022.0回

バラ園

復 23.4 ｋｍ

あつみ温泉駅前 バラ園
往 23.4 ｋｍ

292日

あつみ温泉駅前

(22)

温海地域乗合タク
シー

平沢線
平沢

①，②（1） ・地域間幹線系統鶴岡-いでは文化
　記念館前線にゆぽかで接続 ③

復 14.2 ｋｍ

①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
左14.9ｋｍ

③

・地域間幹線系統鶴岡-いでは文化
　記念館前線にゆぽかで接続 ③

①，②（1）
・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続

③
復 22.8 ｋｍ

・地域間幹線系統鶴岡-三川
　線に鶴岡駅で接続
・地域間交通ネットワーク羽
　越本線鶴岡駅と接続復 26.3 ｋｍ

①，②（1）
復 18.7 ｋｍ

①，②（1）

(18)
羽黒地域市営バス

今野線
川代山 ゆぽか

往 14.2 ｋｍ

2,328.0回

復 　　　 ｋｍ

148日 222.0回

291日

240日

庄交ハイヤー
株式会社

(19)
藤島南部地域デマン

ド交通
 藤島南部地域

往 　　　 ｋｍ

480.0回 区域 ②（1） 地域間交通ネットワーク羽越本線鶴
岡駅・藤島駅と接続 ③

復 　　　 ｋｍ

(16)
羽黒地域市営バス
上川代・小増川線

上川代 ゆぽか
往 18.7 ｋｍ

(14)
鶴岡市内循環線C

コース
エスモール エスモール

右14.8ｋｍ

羽黒地域市営バス
今野線

川代山 ゆぽか 鶴岡駅
往 22.8 ｋｍ

(15)
羽黒地域市営バス
上川代・小増川線

上川代 ゆぽか 鶴岡駅
往 26.3 ｋｍ

庄交ハイヤー株式会
社
出羽ハイヤー株式会

(20)
藤島地域定時定路線

型交通
藤島地域

往 　　　 ｋｍ

148日 222.0回 路線定期運行

鶴岡市

141日 211.5回 路線定期運行

141日 211.5回 路線定期運行

361日 2,888.0回 路線定期運行

(17)
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報告事項 村上市路線バスの運賃変更について 

 

村上市山北地域では、鼠ヶ関のマックスバリュで買物をする住民が一定数あ

り、令和 5年 10月 1日から当該施設にバス停を設置し路線バスが運行されてい

る。当該路線バスの運賃区分が令和 7年 12月 1日から変更となる。 

 

＜概要＞ 

〇 現在の運賃 

 
 

〇 改定案 

 
 

 


